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®廃棄物の種類 ®廃棄物処理の流れ

廃棄物処理法 （廃棄物の処理及び清掃に関する法律）では、廃棄物を次のように区分しています。

家庭から生じるもの1----------、

家庭系一般廃棄物

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物

事業活動に伴って生じる
廃棄物のうち、
法令で定められているもの

家庭の日常生活に伴って
生じる廃棄物

事業活動に伴って生じる
廃棄物のうち、
産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物の種類と緋出業種

●すべての業種において産業廃棄物となるもの
（ 1 ) 燃え殻 （ 2 ) 汚泥 （3 ) 廃油（ 4) 廃酸（5 ) 廃アルカリ（ 6 ) 廃プラスチック類

(7)ゴムくg (8 ) 金属くg ( 9 ) ガラスくまコンクリー トくす及び陶磁器くす
(10) 鉱さい (11) がれき類 (12) ばいじん

●特定の業種においてのみ産業廃棄物となるもの
特定の業種
(13) 紙くす 出版業、新聞業、建設業、製本業、印刷物加工業、パルプ製造業
(14)木くす 建設業、木材木製品製造業、輸入材木の卸売業など
(15) 繊維くす 繊維工業、建設業など
(16) 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業など
(17) 動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場から排出の固形状不要物
(18) 動物のふん尿 畜産農業に係るもの
(19) 動物の死体 畜産農業に係るもの

●産業廃棄物処理物
(20) 産業廃棄物処理物 産業廃棄物を処分するために処理したもの

事業活動に伴って生じる廃棄物は、業種や廃棄物の材質により、産業廃棄物と 事業系一般廃棄物に区
分されます。廃棄物は次のような流れで処理する必要があります。
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●事業活動に伴って生じる廃棄物は、事業者の責任において自ら、又は許可業者へ委託して処理します。
一般廃棄物は市の処理施設を含む一般廃棄物処理施設で、産業廃棄物は民間の産業廃棄物処理施設にお
いて処理をします。
●事業活動に伴って生じる廃棄物は、安城市では収集いたしません。（地域のこみステー ションやリサ

イクルステー ション等に出す 事はできません。ただし、紙こみについてはエコらんどへ持ち込む事がで
きます。）処理施設へ自己搬入するか、許可業者に委託して収集運搬をしてください。
●廃棄物の処理を他人に委託する場合は、許可を受けた業者へ委託しなければなりません。許可業者は

下記によりこ確認ください。

一般廃棄物 安城市ホー ムペー ジ（望遠郷）
https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/kankyohairyo/jigyogomi.html

棄物 愛知県ホームペー ジ
p:/ /kankyojoho.pref.aichi.jp/haikigyosya/menu.aspx 

●事業活動とは、店舗、会社、工場、 事務所など営利を目的とする活動だけではなく、農家、病院、学
校、官公署など、公共サ ー ビス等の活動も含まれます。

市こみ処理施設で受け入れ出来ないもの

●産業廃棄物
市こみ処理施設は一般廃棄物処理施設のため、産業廃棄物を搬入することはできません。特に可燃物

の中にプラスチック類の混入が見受けられます。 事務所などから生じる廃プラスチック類は家庭から出
るこみと分別方法が違いますので少量でも、汚れていなくても、産業廃棄物に該当します。分別を徹底
し、産業廃棄物として処理してください。

●リサイクルできる紙類
リサイクルできる紙類は、環境クリーンセンタ ーに搬入することはできません。
種類ことに分別し(P7参照）、エコらんど 又は民間 事業者 （古紙問屋など ）へ搬入するなどしてリ

サイクルしてください。
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こ、み関運施設のこ案内

＂瀾境クリーンセンター

●事禦系一綾廃棄物で燃やせるこみ

和泉町大下3 8

電話 92-0178
FAX92-0405 
受付日時
◎月曜日～金躍日（祝日含む、年末年始を除く）
午前8時30分～12時午後1時～4時45分
料金  10kgにつき200円

回せん定枝リサイクルフラント
●せん定枝

赤松町東向ll 1-2 

電話＆FAX 77-4 1 85 hr,,;

受付日時
◎月曜日～土曜日
（祝日含む、年末年始を除く）

午前8時30分～12時午後1時～4時45分
料金 l 0kgにつき120円

目リサイクルフラザ
●事業系一穀廃棄物で粗大こ•み

（破砕処理が必要なもの）

赤松町乙菊18

電話 76-3053
FAX77-1318 
受付日時
◎月曜日～金曜日（祝日含む、年末年始を除く）
午前8時30分～12時午後1時～4時45分
料金  10kgにつき200円

日顧リサイクルステー ション
「エコらんど」

●リサイクルできる絨類

赤松町東向ll 1-l（せん定枝リサイクルプラント南）
受付日時
◎12月30日～1月3日を除く毎日

(4月～9月）午 前8時30分～午後6時
(10月～3月）午前8時30分～午後5時

料金無料

※家庭系のこみについては持ち込める品目が異なります。「家庭こみと資源の分け方・出し方 早分かりブック」をこ覧ください。

1 こみと資源についての問い合わせ ・ 相談 I 
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清掃事業所
〒444-1155堀内町西新田2

TEL 76-3053 
FAX 77-1318 
E メ ール gom ishigen@city.anjo.lg.jp 
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安城更生病院
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●清掃事業所

見やすい所に吊り下げておきましょう

、忠 ；：：？雷：覧言。優しい

爛境クリ ーンセンタ ー

〒444-1221和泉町大下38

TEL 92-0178 
FAX 92-0405 

レジャ ープール・ ・南部公民館（南部支所）マーメイドパレス［卜＝＝＝
麒 限
� ． 

至碧南市 至碧南市

§不専になったら、リサイりIい
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雑誌として出してください。


